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松阪市超高齢社会対策検討委員会から の提言

　 前総合計画では、 施策を またぐ 横断的取組を「 超高齢社会対策の推進」と し ており まし たが、 本総

合計画においても 、 若者定住・ 公民連携の推進と と も に、 引き 続き 、 横断的取組と し て福祉社会の

実現に努めていき ます。

　 以下に、 2 0 2 2（ R4 ）年1 0 月に松阪市超高齢社会対策検討委員会よ り 提出さ れま し た提言を 示し

ます。

令和２ 年1 0 月1 6 日
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設置目的

　 松阪市の（ 令和２ 年９ 月住民基本台帳）人口は、162 ,342人（ 65 歳以上の高齢者人口48 ,241人）

で高齢化率29 .7％（ 高齢化率が21％超で“超高齢社会”）と なっ ている。 今後は、 いわゆる 団塊

の世代がすべて 75 歳以上になる 2025 年には、 高齢化率31.9％まで増加し 2040 年には、 高齢

化率37 .7％と なる こ と が予想さ れている 。

　 こ のよう に、 人口構成が大き く 変化し 、 財政負担の増を も たら すこ と が見込まれる ため、 10

年先、 20 年先を 見据えた視点で、 未来に向けた持続可能なま ち づく り への取り 組みを 行う 必

要があり 、 それに対応する ため専門的知識を 持っ た多様な外部有識者によ る 検討委員会が設置

さ れた。

　 高齢者支援策を はじ めと し て、 地域コ ミ ュ ニティ 、 医療、 介護、 公共交通、 雇用など、 松阪

市の地域性や特性に合っ た目指すべき 方向性や目標、 課題について、 現在の基本的施策の枠に

と ら われない横断的な意見を 各分野の委員から 出し 合い、 全国的にも 同様の課題を 抱えている

現状ではある が、 松阪市独自の方法によ り こ の様な状況を、 ど のよ う にすれば打開でき る かの

議論を し た。

　 また、 こ の提言では、 今後取り 組むべき 方向性と アク ショ ン を 記載し た。

松阪市が抱える 課題について

１ ． 市街地およ び集落

　 松阪市は、県のほぼ中央に位置し 、東は伊勢湾から 西は高見山の奈良県境まで広がっ ており 、

県内で２ 番目に広い面積である と と も に、 海岸部の都市地域（ 市街化区域）から 郊外地域（ 市街

化調整区域およ び都市計画区域外の都市計画区域隣接地域）、 中山間部まで市街地や集落の状

況は様々である。

　 また、 人口はほぼ全市的に継続し て減少し ている。 こ の人口減少は今後も 続く と 予想さ れ、

平成22 年と 27 年の国勢調査の人口を 用いたコ ーホート 変化率法＊1 での推計では、 20 年後に

50％以上の人口減少を 見込む集落が、 いく つか出る こ と も 予想さ れている。

　 今後、 人口減少や世帯数の減少が進むと 市街地の低密化が進むが、 人口や世帯数が減少し て

も 市街地は外側から 縮退する わけではなく 、 時間的にも 空間的にも 散発的な空家化、 空地化が

発生する も のと 予想さ れる 。 市街地の低密化は日常生活サービ ス施設の支持人口の縮小と な

り 、 商業等の空洞化につながる。 また、 空家や空地が放置さ れる と 都市環境の悪化につながる。

こ のよ う な人口減少の悪い面を 回避し 、 空家や空地を 活用し て都市環境の改善につなげる 必要

がある。

　 一方、 郊外地域や中山間地域の中には、 人口減少と 高齢化によ っ て「 地域維持」「 集落維持」が

難し い地域も 現れてく る と 予想さ れ、 特に中山間地域では高齢者同士が支え合う 仕組みを、 今

以上に構築する こ と も 大切である が、 防災の観点から は大規模な災害時には立ち 行かない状況

と なる集落も 明ら かに存在する 。

　 また、 それにと も ない耕作放棄地の増加や手が加えら れない山林についても、 今後更に大き

な課題と なっ てく る。

＊1　 各コ ーホート（ 同年または同期間）の過去における 実績人口の動態から「 変化率」を 求め、 それに基づき 将来人口を 推計する 方法。
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２ ． 雇用と 若者

　 企業誘致については、 新規立地や増設、 本社移転など も あり 、 新たな雇用の場が確保でき て

いる 反面、 経済セン サスでは、 事業所数およ び従業員数と も 減少傾向にある 状況でも ある。 ま

た、 特に医療と 福祉については、 慢性的な人材不足が継続し ている 。

　 　 人口減少の要因のひと つは、 大学等への進学時に県外へ転出する 学生が多いこ と から、 若年

層の転出超過が継続し ており 、 今後こ れら の若年層に対し てのＵ タ ーン の施策が必要である と

と も に、 若者を どのよ う にし て呼び戻すかが大き な課題である 。

３ ． 公共交通

　 公共交通と し て は、 市街地にはJR 線と 近鉄線が横断し ている が、 それ以外の地域の公共交

通は、 三重交通による 路線バスと コ ミ ュ ニティ バスと なる 。

　 コ ミ ュ ニティ バスと し て市が運行を し ている のは、 市街地を 走る ４ 路線（ 鈴の音バス）、 それ

以外の８ 路線、 廃止代替バスの２ 路線がある 。

　 ただし 、 利用率はあまり 良いと は言えず、 今後いかに財政負担を 減ら し ながら 、 市民ニーズ

に応えていく かが更に重要と なる と と も に、 抜本的な再編やシステムの再構築を 考える 必要も

ある 。

４ ． 医療、 介護

　 市内には３ つの総合病院があり 、 二次救急体制を はじ め医療環境は充実し ており 、 介護施設

等も 一定数存在する。 ただし 、 現在も 医療およ び介護の従事者の人材が不足し ている 現状であ

り 、 20 年先に 85 歳人口がピ ーク と なる と 予想さ れている が、 介護・ 看護のマン パワーの確保

の見込みは立っ ていない。

　 また、 現在市内に５ つの地域包括支援セン タ ーがある が、 今後は高齢者が可能な限り 住み慣

れた地域で暮ら し 続ける こ と ができ る よ う 、 地域包括ケアシステムの整備が更に重要と なっ て

く る 。

　 それにと も なっ て、 訪問医療や看護の増加も 見込まれる こ と から、 医療専門職だけでは立ち

行かなく なる こ と が予想さ れる。 そし て、 自宅での看取り を 希望する 人も 増加する こ と が予想

さ れる が、 それに対応する 医療スタ ッ フ の不足、 高齢単身世帯や高齢者夫婦世帯の増加などに

よ り 、 在宅の希望を 受け入れる 体制整備は難し い状況である 。

５ ． 巨大災害への対応

　 かつての防災対策は、 原則的に各地域における 過去履歴を ベースに災害想定を 行い、 それに

対する 防災計画を 立案する こ と が行われてき たが、 東日本大震災以降は想定外の想定の策定が

行われ、 上手く いく 前提の防災計画ではなく 、 でき る 事の優先度を 決めて動く 防災計画へのパ

ラ ダイ ムシフ ト ＊2 が求めら れる よ う になっ た。 ま た、 ハード ・ 行政依存の膨大化には限界が

有り 、 コ ミ ュ ニティ ベースの防災・ 減災対策の推進が求めら れる時代になっ ている 。

＊2　 常識的な考え方の枠組み（ パラ ダイ ム）が、 革命的、 劇的に大き く 転換（ シフ ト ）するこ と 。
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超高齢社会の「 ピ ンチ」を「 チャ ンス」に変え“  住んで良かっ たと 思える まち ”の 《 ３ 本の柱》

１ ． 自然に健康になれる まち

　 何歳（ いく つ）になっ ても 生き がいを 持っ て暮ら すこ と ができ て、 住んでいる だけで自然に健

康になる こ と ができ る まち を 目指す。

２ ． チャ レ ン ジを 続ける 歴史のまち

　 松阪の先人は、 チャ レン ジの歴史。 歴史から 学び、 新し い歴史の１ ページを創るべく チャ レ ンジ

し 続ける まちを 目指す。

３ ． 人も 地域も 輝く シビ ッ ク プラ イ ド ＊3 のまち

　 住民と 住民協議会（ 住民自治協議会）と 行政が、 それぞれの役割を 果たすこ と で役割相乗社会

と し 、 住んで良かっ た、 住んでいるこ と に誇り を 持てるまち を 目指す。

《 ３ 本の柱》を 実現する ためのポイ ン ト と 提案

１ ． 活力ある 超高齢社会（ 健康で自立し て暮ら せる 住まい・ まち づく り ）を 目指す

　 超高齢社会では、 高齢者と 子ども 夫婦が同居する 家族が減少し 、 高齢者単身世帯や高齢者夫

婦世帯の割合が増える と と も に、 要介護者が増加する と いう 課題を 克服し て、 住み慣れた地域

で最期まで健康に自立し て暮ら せる「 活力ある 超高齢社会」を 目指すこ と が大切である。

　 生き 生き と 暮ら すための基盤は健康であり 、 健康寿命を 伸ばすこ と が大切である。 そし て住

み慣れた地域で最期まで暮ら し たいと いう 市民ニーズと 医療、 介護サービ スのコ スト を バラ ン

スさ せる ために、 地域包括ケアシステムの充実と 高齢者が引き こ も ら ず、 元気に活動でき る 場

所と 機会づく り を 進める 必要がある。

２ ． こ れから の中山間地域の地域づく り の方向

　 今後も 人口減少が続く こ と は確実であり 、 特に減少の著し い地域については、 １ 年先、 20

年先を 見据えて、 消滅集落や限界集落が生じ ても 、 日常生活サービ スが享受でき る 拠点を 中心

に、地域維持ができ る 方策を 目指すべき である 。そのために住民協議会（ 住民自治協議会）を ベー

スに、 市民と 行政が時間を かけ十分に論議し 、 今後ど う し ていく べき なのか、 集落再編、 拠点

設置なども 含め考える 必要がある 。

　 たと えば、 既存の市営住宅を 活用し て介護予防活動や住民の交流活動が展開でき る 機能を 付

帯し た高齢者向け住宅の整備や、 サービ ス付き 高齢者向け住宅の建設の誘導によ っ て、 住み手

が相互に支え合い健康で自立し た暮ら し を 可能と する 住まいづく り を 進め、 中山間地域の一人

暮ら し の高齢者や高齢者夫婦など に、 山や谷筋から の住み替えの誘導など を、 市民の安全安心

な暮ら し を 守る こ と を 積極的に考えた場合の措置と し て行っ ていく 必要がある。 また、 人口減

少で住民や地域の担い手がいなく な る よ う な地域では、 いわば「 地域の看取り 」＊4 と も 言う べ

き 取組も 必要になると 思われる が、 行政は最後まで責任を 持つ必要がある 。

　 こ れと 並行し て耕作放棄地や森林の管理も 併せて考えていく 必要がある が、 人工林から 天然

林に変えていく 必要がある かも し れない。

＊3　 市民が都市に対し ても つ自負と 愛着。

＊4　 人々が住まなく なっ た家屋や集落を 単に放置する のではなく 、 記憶・ 文化の伝承と 環境・ 景観の保全を両立する 活動。

人口減少地域の文化、 口頭伝承、 有形・ 無形の文化財等の保護・ 保存・ 記録等を 入念に行い、 地域の人々の思い出に深く 刻まれる よ う

な工夫を凝ら し つつ、 その地域を 元来の自然の姿に還し ていく 持続可能な循環型アプロ ーチ。
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３ ． 人口減少社会における 市街地のスポン ジ化に対応し たまち づく り を 進める

　 今後、 松阪市では人口減少と と も に世帯数の減少も 予想さ れる。 世帯数の減少は、 空家化が

進むこ と を 意味する。 過去の研究実績に基づく と 、 人口減少・ 世帯数の減少によ っ て市街地は

外側から 徐々に縮むのではなく 、 人口増加地区と 人口減少地区はモザイ ク 状に分布し ている。

　 こ の人口減少にと も なう 空家や空地によ っ て 、 市街地のスポン ジ化が進む人口減少社会で

は、 空洞化対策が課題と なる。 都市地域（ 居住誘導区域）や郊外地域では、 空家や空地が放置さ

れ荒廃する こ と を 回避し 、 空家を 地域の交流活動や介護予防活動の場に転用する、 空地を 市民

で管理し 、 農園や緑地と し て活用する など、 都市環境の質向上につなげる まち づく り を 目指す

こ と も 必要である 。

　 こ のよ う な空家や空地の地域管理、 身近な農地・ 緑地の保全などのよ う な取組は、 法定都市

計画や営利指向の民間企業だけでは限界がある ので、 住民協議会（ 住民自治協議会）等が取り 組

める よう に、 行政と 地域が連携の仕組みを 構築する 必要がある 。 　 　

　 同時に、 地域への公共施設の移管等によ り 、 地域での活用が容易にでき る 仕組みの検討も 課

題である 。

４ ． 効率的な公共サービ スが提供でき る 都市構造と こ れから の公共交通

　 人口密度が高いほど日常生活サービ スが享受し やすく 、 公共サービ スのための行政コ スト も

低減でき る こ と から 、 松阪市立地適正化計画は駅周辺や都市機能が集積する 都市拠点のまわり

にコ ン パク ト に住む都市構造への再編を 目指し ている。 松阪市の市街化区域はグロ ス＊5 で 30

人/ha を 超え、 多く の日常生活施設が徒歩圏内にある。 居住誘導区域では、 こ れら の日常生活

サービ ス施設を 維持し て人々が住み続け、 ある いはこ の区域に住み替えてく る よ う に、 暮ら し

やすいまち づく り を 進める こ と が基本である 。

　 し かし 、 施設利用は必ずし も 日常生活圏＝徒歩圏内で完結し ているわけではないので、 居住

誘導地域以外の都市地域や郊外地域では、 日常生活サービ スを 選択的に利用でき る 多様な移動

手段によ る アク セスが大切である。 超高齢社会を 想定する と 、 歩行困難者や交通弱者のアク セ

シビ リ ティ を 確保する ために、 特に公共交通が維持でき る 人口密度や規模の集積を 維持すべき

である が、 それが難し い地域では移送サービ ス、 デマン ド ＊6 バス・ タ ク シーのよ う な運行形

態を 含めた多様な手段の確保を 目指すこ と が必要と なる。

　 そのためコ ミ ュ ニティ バスは、 今後一人暮ら し の高齢者を はじ めと する 単身者や障がい者も

含めた多様な人々の多様なニーズに応えつつ、 大切な財源を 効果的・ 効率的に活用し 移動手段

を 維持し ていく ための改革が必要である 。

　 現在のコ ロナ禍における 公共交通利用者の激減は、 今後10 年～ 20 年において人口減少が進

む中での公共交通の行く 末を 示し ている かも し れない。 市民の交通手段の維持は、 こ れまで以

上に大き な課題と なる が、 公的資金を 投入する ハード 的な公共施設への投資と 同様と 考え慎重

に判断する と と も に、 今後の利用者の減少と 財政負担増の状況について推計し て見せる こ と

で、 市民に理解を 得ていく 必要がある。 こ のよ う な状況においては、 市民の「 要望」を 踏まえつ

つも 、 市民側に「 確実に利用」する 計画を 考えても ら い、 その確実に利用し ても ら う と こ ろ にバ

スを 走ら せると いう 取組も 必要である 。

＊5　「 全体」を 意味し 、 人口密度においては道路や公園も 含んだ区域全体に対し て算出する 。

＊6　 利用者の事前予約に応じ る 形で運行経路や運行スケジュ ールをそれに合わせて運行する 地域公共交通のこ と 。
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　 現在A I オン デマン ド な M aaS＊7 の開発も なさ れてき ている。 こ れは、 様々な交通手段の組

み合わせと 簡単予約等と と も に、 リ アルタ イ ムに最適ルート ・ 乗り 換えポイ ン ト を 設定し て運

行効率を 上げる、 新たな取組と し て期待さ れる。 ただ、 こ のよ う なシステムに移行する 前段階

においては、 運用形態や路線形態にと ら われる こ と なく 、 小型バスやタ ク シーによ る デマン ド

方式等で需要に応えていく 取組も 必要である 。

　 また、 市内には、 企業や福祉施設、 特別支援学校など様々なバスが走っ ている こ と から 、 こ

れら の空き 時間の利用や共同運行など、 規制等の様々な課題や問題はある が、 まさ にイ ン フ ラ

と し てのバスの体系を 組み直すと いう 検討も 必要である。

　 こ のよ う な新たな取組やラ イ ド シェ アはも ち ろ ん、 自動運転時代も 視野に入れた、 様々な取

組が不可欠と なる。 たと えば、 自動運転のバスや、 高度安全制御システムと いっ た高齢者でも

安全に乗れる 車の普及は20 年後を 待たずし て訪れる が、 既成概念にと ら われた施策だけでは

なく 、 技術やテク ノ ロ ジーは急激なスピ ード で進化し ている ので、 それぞれの地域に合っ た形

でいつでも 柔軟に受け入れる こ と ができ る 素地が、 こ れから の行政には必要であり 、 様々な規

制はも ち ろ んある が、 特区等も 利用し ながら 解決し ていく こ と が必要になる。 こ のよ う な取組

を「 松阪流モビリ ティ ー革命」と 位置づけ、 早急に具体化を 検討し ていく 。

５ ． こ れから の防災対策

　 今後30 年の間に、 南海ト ラ フ 地震の発生確率は極めて高いと 予想さ れている が、 集落によ っ

ては、 人口減少や高齢化にと も なっ て平常時は「 何と か」コ ミ ュ ニティ が保たれている が、 発災

時には地域住民だけでは対応でき ないコ ミ ュ ニティ も 存在し ている。 そのため、 それぞれの集

落で災害時にも コ ミ ュ ニティ の維持が可能なのかを 行政も 一緒に考え、 地域の将来像を 話し 合

う と と も に、 災害に向けた地域力の向上を 図る 必要がある 。

　 また、 こ れまでは過去の履歴の最大値を ピ ーク と し て捉え防災計画を 策定し てき たが、 南海

ト ラ フ 地震では被害規模も 大き いこ と が予想さ れる こ と から、 自力で避難でき る よ う に、 高齢

者の健康である 人を 増やし ておく こ と や、 医療や介護を 必要と する 人を 減ら し ておく こ と が大

変重要と なり 、 それが被害者を 最小限にする こ と につながる 。

　 こ れから は、 住民協議会（ 住民自治協議会）を 中心にし ながら 、 防災対策を 自分たち の地域に

合わせた形で、 自分たち によ っ てデザイ ン し て、 オペレ ーショ ン し ていく と いう 考え方に切り

替えていき 、 持続可能な形にし ていく 必要がある。

６ ． こ れから の住民自治組織

　 現在、 松阪市には 43 の住民協議会（ 住民自治協議会）が組織さ れており 、 既に各地域で様々

な取組や活動を 行っ ている。 組織によ り 、 活動内容や組織力は様々ではある が、 こ れは他の市

町と 比べ大き な特徴であり 、 今後の超高齢社会を 乗り 越えていく 上で大き なアド バン テージで

ある と 言える。

　「 ３ ． 人口減少社会における 市街地のスポン ジ化に対応し たまち づく り を 進める」ためへの空

家や空地の利活用は、 行政だけでも 営利指向の民間企業だけでも 限界がある 。「 活力ある 超高

齢社会」を 実現する ために、 ど のよ う な機能に転換すべき かを 地域で考え、 実現に向け取り 組

むこ と が住民協議会（ 住民自治協議会）に期待さ れる が、 こ のよ う な役割を 果たせる よ う に行政

は支援策を 検討する必要がある 。

＊7　 ICT  を 活用し て交通を ク ラ ウド 化し 、 公共交通か否か、 またその運営主体にかかわら ず、 マイ カ ー以外のすべての交通手段によ る モビ

リ ティ（ 移動）を  1 つのサービ スと し てと ら え、 シームレ スにつなぐ 新たな「 移動」の概念。
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　 また、 こ れまでの考え方である地域での活動は「 ボラ ン ティ ア」で「 無償」であると の概念を 変

えていく 必要があり 、「 最低賃金の保障」や「 ペイ ワーク 」と し ていく こ と によ り 、 地域活動を ビ

ジネスにつなげる 発想や仕組みの構築を 進める こ と ができ る と 考える。 地域活動の継続性や持

続性、 個人の満足度や達成感、 生き がいも 得ら れる こ と ができ、 仕事の質の向上にも つながる

と さ れている。

　 その活動に地域住民だけではなく 商店や生産者、 企業も 巻き 込みながら 、 地域通貨制度など

にも 取り 組むこ と ができ れば、 地域で雇用を 生み出すと と も に、 地域でお金が生まれ、 回る 仕

組みも 構築する こ と ができ る。

　 さ ら に、 こ れから の住民協議会（ 住民自治協議会）は、 防災・ 災害対策や地域包括ケアシステ

ムを 進めていく 上でも 重要と なり 、中でも 地域包括ケアシステムでは、「 地域で支え合う 仕組み」

を 今から 構築し ておかないと 、 維持自体が難し く なる のは明ら かである。

　 こ れら のためにも 、 地域コ ミ ュ ニティ を き ち んと 整理・ 整備し 、 行政と 地域と が行う べき 事

の分担を し ておく こ と が必要である。

７ ． こ れから の就業対策、 企業誘致と Ｕ タ ーン Ｉ タ ーン

　 松阪市では44 歳以下の雇用実績が減少し ている こ と から 、 大学等の新卒学生等に対し て雇

用の場を 提供でき ていないと 推測でき る 。そのため、大学等の進学時に転出し た若年層のＵ タ ー

ン 就職に対応でき ていないこ と と なっ ている 。

　 こ れまで行っ てき た、 新たな工場等の誘致も 当然必要である が、Ｕ タ ーン 就職を 希望する 若

年層に対し ては、 研究部門や開発部門等が附随し ている マザー工場や研究開発施設、 本社移転

などの誘致を 視野に入れ行っ ていく 必要がある。 進学等によ り 流出し た若者を 呼び戻すには、

こ のよう な職場を 提供でき る企業が必要であり 、Ｉ タ ーン就職も 呼び込むこ と ができ る。また、

市と 企業が協力し 積極的にイ ン タ ーン シッ プ を 受け入れる 体制を 整える こ と ができ れば、 新卒

学生等に対し て効果が得ら れる と 考える 。

　 人材不足については、恒常的に医療や福祉分野で起き ている こ と から 、他業種である製造業・

建設業・ 運輸業と いっ た分野から マッ チン グや誘導を 図る、 松阪市独自の大胆な政策を 行う 必

要がある と と も に、 長期的視点に立っ て海外から の労働者の受け入れなども 考慮し ておく 必要

がある。

　 また、 人材や労働力不足を 補う 対策と し ては、 高齢者に対し ての就業対策にも 取り 組むと と

も に、 高齢者が定年後でも 個々に合っ た働き やすい環境を 整備し 提供する こ と によ り、 人材不

足を 補う こ と が可能と なる と と も に、 働く こ と によ り 自身の健康寿命の延伸にも つながる 。

　 今回の新型コ ロ ナウイ ルスによ り 、 テレ ワーク やリ モート ワーク 等によ り 多様な働き 方が多

く の企業ででき る 様になり 、 一定の業種では地方移住も 可能と なっ た。 一方で、 雇用や就業に

対する 影響を すぐ に受ける のは、 従来の雇用対策の対象者と 多く は重複し ており 、 高年齢者や

女性、 就職氷河期世代などの不安定雇用の比率が高い層だと 思われる。 そのため、 企業への事

業支援は別と し て、 こ の層に対し てこ れまで行っ てき た雇用対策を 強化する こ と で、 コ ロ ナの

影響下での雇用対策にそのままつながる と 考えら れる 。
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８ ． こ れから の健康寿命と 医療、 介護

　 健康寿命を いかに長く 保つかは、 死亡原因と なる 病気を 若いう ち から 予防でき る かど う かで

ある と 考える。 高齢になっ てから 対策を 行う のではなく 、 若いう ち から 特定健診やがん検診の

受診率を 上げる こ と で、 健康への意識づけや、 生活習慣病を はじ め様々な病気の早期発見がで

き る と と も に、 健康寿命を 長く 保つこ と につながる。 また、 住宅政策、 都市計画、 食やラ イ フ

スタ イ ル、 スポーツ 、 働き やすい環境づく り など を 通じ て、 特段の意識を し なく ても「 自然に

健康になれる」まち づく り と 、 それを 可能にする 環境づく り も 重要と なる 。

　 高齢者に対し ては、「 要支援」のレ ベルを どう やっ て維持し ていく か、 そのレ ベルを ど う やっ

て軽く する こ と ができ る かを 考えた取組が重要と なる 。

　 こ れから は、 こ れまで以上に認知症高齢者も 増加する。 松阪市の資産でも ある 自然を 取り 入

れた魅力的な認知症ケアフ ァ ームなど も 取り 入れ、 認知症と 共に生き ていく 共生社会を 実現し

ていく こ と が必要と なる。 今まで以上に医療や介護の需要は増加し 、 現状でも 人材不足である

医療や介護を 支える 体制の強化が必要と なる。 医療、 介護従事者のみなら ず、 家族介護（ イ ン

フ ォ ーマルケア）の従事者に対する、 地域でのサポート も よ り 重要になる 。 ま た、 病院や診療

所と 同等のサービ スが、 在宅でも 受けら れる 体制への要望や、 施設や在宅での看取り を 望む方

も 増える こ と が予想さ れる。 こ れら を 受け止める ためにも 、 地域包括ケアシステムを 今以上に

緻密なも のにし ていく 必要がある 。

　 併せて、 本人が望む理想的な死を 支える ためにも、 普段から 家族と 本人が話し 合う こ と が重

要であり 、 こ の点から も アド バン ス・ ケア・ プ ラ ン ニン グ（ A CP）＊8 の普及啓発を 促進し てい

く こ と も 大切である。

　 今回の新型コ ロ ナウイ ルスに対応し て開始さ れたオン ラ イ ン 診療等も 積極的に活用する と と

も に、 医師不足に対応でき る よ う に、 中山間部等においては看護師や理学療法士等が訪問し オ

ン ラ イ ン での連携を 進めていく などの、 新たな取組にチャ レ ン ジする こ と が必要である 。

　 さ ら に、 在宅診療へ向かう 車両に生活用品等も 積み訪問先で提供し たり 、 タ ブ レ ッ ト 端末等

でその場で注文でき る よ う な複数のサービ スを ワン スト ッ プで提供でき る など、 新たな視点に

立っ て高齢者向けのサービ スを 生み出し ていく こ と が必要である。

　 なお、 介護助手制度を 既に県が制度化し ている こ と から、 地域の元気な高齢者を 介護助手と

し て雇用し 、 こ れまで介護職員が行っ てき た周辺業務を 担っ ても ら う こ と によ り 、 介護職員の

業務負担の軽減や専門職化につなげる 取組を 取り 入れるべき である 。

実行推進体制について

　 今後は、こ の提言の内容を 実行するため、市長のも と に「 超高齢社会対策実行推進チーム」（ 仮称）

を 設置し 、 実現に向けたロ ード マッ プの策定を 行い、 政策や施策を 総合計画へ反映さ せていく と

と も に、 進捗を モニタ ーし つつ具現化を 図っ ていく 。

＊８ 　 人生の最終段階における 医療・ ケアについて、 前も っ て考え、 家族等と 話し 合い共有する こ と 。 政府では「 人生会議」と し て推進。
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おわり に

　 こ の委員会は、様々な分野の有識者が集い次期総合計画の策定に向けて、よ り 長期的視点に立っ

て現在の問題点や課題、 今後の方向性や将来の施策についての検討を 行っ たも のである。 各委員

は、 現行制度や組織体制にと ら われず専門的視点から、 また将来的な視点に立っ て論議し 提言を

行っ た。

　 更なる 人口減少は、 必ずやっ て来る 未来なので、 今から 十分考え準備を し ておけば必ず乗り 越

えら れると 考えます。

　 こ の提言での施策や事業が全て実行に移さ れるこ と は決し て容易ではないが、「 未来は必ず変え

ら れる 」と いう 信念と 覚悟を 持っ て歩んでいく べき である 。 今後松阪市が超高齢社会においても 持

続可能な「 まち」と なるひと つのヒ ント と なり 、 持続可能な「 まち」と なるこ と を 希望し ています。

「 松阪市超高齢社会対策検討委員会」構成員

委 員 長

副委員長

委 員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

岩崎　 恭典

川口　 　 淳

高木　 朋代

小野崎耕平

浦山　 益郎

藤田　 素弘

小林　 昭彦

志田　 幸雄

松井　 信幸

四日市大学　 学長

三重大学大学院　 工学研究科　 准教授

敬愛大学　 経済学部　 教授

一般社団法人　 サステナヘルス　 代表理事

三重大学　 名誉教授

名古屋工業大学大学院　 工学研究科　 教授

公益社団法人　 松阪地区医師会　 会長

松阪市高齢者保健福祉計画等策定委員会　 会長

松阪市地域包括ケア推進会議運営幹事会　 会長　 　 　

株式会社　 百五総合研究所　 取締役　 会員事業部長

[敬称略]

委嘱期間： 令和元年7 月25 日～令和2 年12 月31 日

※肩書は委嘱当時のも のです
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「 松阪市超高齢社会対策検討委員会 等」開催実績

第１ 回　 令和元年７ 月25 日（ 木）

（ １ ）開催趣旨およ び松阪市の概要、 現状等について

（ ２ ）今後、 松阪市において超高齢社会対策を 行う にあたり 重要と 思われる課題や問題点について

（ ３ ）その他

第2 回　 令和元年11 月3 日（ 日）

（ １ ）労働・ 雇用・ 就業について

（ ２ ）超高齢社会での地域コ ミ ュ ニティ のあり 方（ 20 年後を 見据えた）

（ ３ ）その他

 第3 回　 令和2 年1 月13 日（ 月）

（ １ ）健康寿命と 地域コ ミ ュ ニティ

（ ２ ）超高齢社会と 防災対策

（ ３ ）若者定住

（ ４ ）その他

第4 回　 令和2 年3 月28 日（ 土）

（ １ ）人口減少、 高齢化と 医療体制の維持

（ ２ ）その他

第5 回　 令和2 年6 月21 日（ 日）

（ １ ）超高齢社会対策検討委員会から の提言（ 素案）について

（ ２ ）その他

中間報告提出　 令和2 年6 月30 日（ 火）

パネルディ スカ ッ ショ ン  「 超高齢社会　 ピ ンチを チャ ン スに変えるには」　

　 　 　 　 令和2 年8 月9 日（ 日）

第6 回　 令和2 年8 月30 日（ 日）

（ １ ）超高齢社会対策検討委員会から の提言（ 案）について

（ ２ ）委員所感
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